
合同会社あんしん住宅検査センター 

確認検査手数料規程 

 

（目的） 

第１条 この規程は、合同会社あんしん住宅検査センター建築確認業務規程（以下

「業務規程」という。）に基づき、合同会社あんしん住宅検査センター（以下「セン

ター」という。）が実施する確認検査の手数料を定めるものである。 

 

（確認手数料） 

第２条 確認手数料は、確認申請１件につき、当該申請に係る建築物の床面積の合計

に応じ、次の表に定める手数料とする。 

床面積の合計 金額 (特例有) 金額 (特例無) 

３０㎡以内 １０，０００円  ２７，０００円  

３０㎡を超え、１００㎡以内 １８，０００円  ３３，０００円  

１００㎡を超え、２００㎡以内 ２４，０００円  ４３，０００円  

２００㎡を超えるもの ３６，０００円  ６３，０００円  

２ 確認は前項によるほか、次の各号による。 

（１）確認を受けた建築物の計画を変更する場合。 

  ２７，０００円／件 （特例有 １０，０００円／件） 

（２）建築物の移転又は大規模な修繕、若しくは大規模な模様替をする場合。 

  １８，０００円／件 

（３）建築物の用途を変更する場合。 

  １８，０００円／件 

３ 確認手数料の加算 

 （１）天空率を用いた場合。 

   １つの建築物につき２０，０００円を加算する。 

（２）構造計算適合性判定書(構造計算書)の添付を要する場合。 

１つの建築物につき１８，０００円を加算する。 

（３）第１項の申請に法第８７条の４の昇降機が含まれる場合。 

  １８，０００円／基 

（４）特定天井を有する場合。 

  １８，０００円／１の特定天井 

 （５）建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（以下「省エネ法」という。） 

   に基づく省エネ判定書又は同等の効力を有する図書が添付されている場合。 

  １つの建築物につき３，０００円を減額する。 

   （例：設計住宅性能評価書、長期優良住宅建築等計画認定書又は長期使用構造等確認書） 

 

（中間検査手数料） 

第３条 中間検査手数料は、申請１件につき、当該申請に係る建築物の床面積の合計

に応じ、次の表に定める手数料とする。 

床面積の合計 金額 (特例有) 金額 (特例無) 

２００㎡以内 ２４，０００円  ３０，０００円  

２００㎡を超えるもの ３６，０００円  ４８，０００円  

２ 軽微な計画変更が含まれる場合は、中間検査手数料に３，０００円を加算する。 



 

（完了検査手数料） 

第４条 完了検査手数料は、申請１件につき、当該申請に係る建築物の床面積の合計

に応じ、次の表に定める手数料とする。 

床面積の合計 金額 (特例有) 金額 (特例無) 

３０㎡以内 １５，０００円  ２３，０００円  

３０㎡を超え、１００㎡以内 ２０，０００円  ２５，０００円  

１００㎡を超え、２００㎡以内 ２７，０００円  ３３，０００円  

２００㎡を超えるもの ４０，０００円  ５５，０００円  

２ 完了検査手数料は、前項によるほか、次の各号による。 

（１）大規模な修繕又は大規模な模様替の場合。 

１８，０００円／件 

（２）第１項の申請に、法第８７条の４の昇降機が含まれる場合。 

１８，０００円／基  

（３）完了検査の再検査を行う場合。 

１８，０００円／件 

（４）軽微な計画変更が含まれる場合は、完了検査手数料に３，０００円を加算する。 

 

（仮使用認定手数料） 

第５条 仮使用手数料は、申請１件につき、次の表に定める手数料とする。 

床面積の合計 金     額 

２００㎡以内 ５０，０００円  

２００㎡を超えるもの １００，０００円  

 

（災害に伴う手数料の減免） 

第６条 建築主が災害救助法の適用を受けた災害（以下「自然災害」という。）の被災

者に該当し、建築主が所有する建築物の被害が半壊以上の被災（り災）証明が提出

されているとき及び、原子力災害対策特別措置法に基づき指定された警戒区域等の

区域内に建築物を所有または居住していた者で、原子力災害の被災（り災）証明が

提出されたときは、確認検査手数料を別に定める範囲内で減免することができる。 

２ 前項の規定により、確認検査手数料の減免を受けようとする者は、確認申請に際

し、建築基準法施行規則により必要とされる図書に、前項に該当する書類を添付し

なければならない。 

 

（複数申請等による手数料の減額） 

第８条 同一の建築物について、住宅瑕疵担保責任保険の申請と併せて申請する場

合、完了検査手数料から１，０００円を減額する。 

 

附則 

（１）この規程は、指定確認検査機関の指定を受けた日から適用する。 

（２）第６条の規定は、関連する機関及び団体等との調整が完了した日から適用する。 

（３）平成３１年４月１日より適用する。 

（４）令和５年７月１日より適用する。 

（５）令和７年４月１日より適用する。 


